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１　関係連絡先・ホームページ等

２　救急法
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４　災害対策関係法令等

５　資料及び様式集
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Ⅳ章　１　関係連絡先・ホームページ等

１　関係連絡先・ホームページ等
①　行政・教育委員会関係
　　熊本県教育委員会　　　　　　０９６－３３３－２６９９
　　熊本県立教育センター　　　　０９６８－４４－６６１１
　　宇城教育事務所　　　　　　　０９６４－３２－３０４２
　　玉名教育事務所　　　　　　　０９６８－７４－２３０１
　　山鹿市教育委員会　　　　　　０９６８－４３－１６３８
　　菊池教育事務所　　　　　　　０９６８－２５－４２４８
　　阿蘇教育事務所　　　　　　　０９６７－２２－５５４４
　　上益城教育事務所　　　　　　０９６－２８２－２２２９
　　八代教育事務所　　　　　　　０９６５－３３－７１８６
　　芦北教育事務所　　　　　　　０９６６－８２－４０３０
　　球磨教育事務所　　　　　　　０９６６－２４－７７７５
　　天草教育事務所　　　　　　　０９６９－２２－４７５４
　　熊本市教育委員会　　　　　　０９６－３２８－２７０４
　　熊本県危機管理防災課　　　　０９６－３３３－２１０９

②　関係ホームページ
熊本県学校支援チームについて（教育政策課）
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/
77455.html

本県の防災教育について（学校安全・安心推進課）
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/
61527.html

本県の災害・防災情報について（危機管理防災課）
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/

　※URLは変更になることがあります
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Ⅳ章　２　救急法

２　救急法
１　応急対応の流れ

「日本赤十字社ＨＰ」より

２　応急措置
⑴止血法
①出血しているきずをガーゼやハンカチ等で直接強く押さ
えてしばらく圧迫する。包帯を少しきつめに巻くことに
よっても同様に圧迫して止血することができる。

②感染防止のために、ビニール袋やビニール手袋などを使
用することが推奨されている。

「日本赤十字社ＨＰ」より

傷病者の発生 処置／対応

あり

あり
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
到
着

なし

なし※2

必要あり
必要なし

協力者を求める※1

直ちに胸骨圧迫 30回※3

気道確保・人工呼吸２回※４

胸骨圧迫 30回と人工呼吸２回を繰り返す

直ちに胸骨圧迫から再開し
胸骨圧迫 30回と人工呼吸２回を繰り返す

救急隊に引き継ぐまで、または普段どおりの呼吸や
目的のある仕草が認められるまで続ける

119番通報とAEDの依頼
通信指令員の指導に従う

気道確保、回復体位にして観察を続ける

必要ならば医師の
診療を受けさせる

AED装着

電気ショック１回

周囲の観察
全身の観察

反応（意識の確認）

呼吸の確認

心電図解析
（ショックは必要か）

くわしい観察

救　

急　

隊　

に　

引　

き　

継　

ぐ

判断

※１協力者がいない場合は、救助者が 119番通報し
　　すぐ近くにあればＡＥＤを準備する

※２死戦期呼吸または判断に自信が持てないときは胸骨圧迫開始する

※３強く（約５㎝）
　　速く（100～120回／分）
　　絶え間なく（中断を最小限に）
※４人工呼吸の技術と意思があれば行うが、
　　できない状況では胸骨圧迫のみを行う
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Ⅳ章　２　救急法

⑵骨折

　　　　　「学校防災マニュアル」（兵庫県教育委員会）より
①前腕や上腕部の骨折は、三角布や風呂敷、スカーフなど
で上下の関節を動かさないように固定する。

②折れた部分に副子を当てて、包帯やハンカチなどで固定
する。

（固定具としては、板・ダンボール・週刊誌・傘など身の
回りにあるものを利用する）

３　負傷者の搬送
　現場から搬送する場合、できるだけ２人以上で搬送する。
⑴1人で搬送する方法　　　　⑵２人で搬送する方法

・負傷者の腕をクロスさせて持つ　・1人が後ろから腕を持ち抱え
　　　　　　　　　　　　　　　　　1人が交差させた足を持つ

⑶簡易担架を作って搬送する方法
①毛布と棒で担架を作る

・3分の1のところで折り返す
・折り返した毛布の端に余裕を持たせ折り返す。
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Ⅳ章　２　救急法

②上着と棒で担架を作る。

・２本の棒を持ち、もう1人が上着を脱がす。棒に通す。
・２～３着分の上着を通して担架にする。

４　心肺蘇生
⑴反応（意識）の確認
　大きな声をかけ、肩を軽くたたき、反応（意識）の有無を
確認します。反応（意識）がなかったり鈍い場合は、まず協
力者を求め、119番通報とＡＥＤの手配を依頼します。

⑵呼吸の確認
　傷病者が心停止を起こしているかを判断するために呼吸を
確認します。
①　呼吸を確認するために、傷病者の胸部と腹部の動きの観
察に集中します。

②　普段どおりの呼吸がない場合、あるいはその判断に自信
が持てない場合は、胸骨圧迫を開始します。このとき、呼
吸を確認するのに10秒以上かけないようにします。



132

Ⅳ
章

デ
ー
タ
バ
ン
ク

Ⅳ章　２　救急法

⑶胸骨圧迫
　心臓が痙攣したり停止したりして血液を送り出せない場合
に、心臓のポンプ機能を代行するために行います。
①　傷病者を固い床面に上向きで寝かせる。
②　救助者は傷病者の片側、胸のあたりに両膝をつき、傷病
者の胸骨の下半分（目安は胸の真ん中）に片方の手の手掌
基部を置き、その上にもう一方の手を重ね、上に重ねた手
の指で下の手の指を引き上げます。

③　両肘を伸ばし、脊柱に向かって垂直に体重をかけて、胸
骨を約５㎝（成人の場合※ただし、６歳以上の子どもを含
む）押し下げる。

④　手を胸骨から離さずに、速やかに力を緩めて元の高さに
戻す。

⑤　胸骨圧迫は１分間あたり100～120回のテンポで30回
続けて行う。
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Ⅳ章　２　救急法

⑷気道確保（頭部後屈あご先拳上法）
　一方の手を傷病者の額に、他方の手の人差し指と中指を下
あごの先に当て、下あごを引き上げるようにして、頭部を後
方に傾けます。（頭部後屈あご先拳上法）
　頸椎損傷が疑われる場合は、特に注意して静かに行いま
す。

⑸人工呼吸（呼気吹き込み法）
①　救助者は、気道を確保したまま、額に置いた手の親指と
人差し指で傷病者の鼻をつまむ。

②　救助者は自分の口を大きく開けて、傷病者の口を覆う。
③　約１秒かけて傷病者の胸が上がるのがわかる程度の吹き
込みを行う。これを２回続けて行う。（１回吹き込んだら
いったん口を離し換気させる）

④　人工呼吸を行った途端に呼吸の回復を示す変化がない限
りは、直ちに次の胸骨圧迫に移ります。

※人工呼吸には特別な用具を必要としませんが、一方向弁付き呼気吹き込み用具
などの使用が可能であれば、使用します。

⑹胸骨圧迫と人工呼吸
　心肺蘇生を効果的に行うために胸骨圧迫と人工呼吸を組み
合わせて行います。
　胸骨圧迫30回と人工呼吸２回を繰り返します。ＡＥＤを使
用するとき以外は、心肺蘇生（特に胸骨圧迫）を中断なく続
けることが大切です。人工呼吸をする技術または意思を持た
ない場合は、胸骨圧迫だけでも構いません。
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Ⅳ章　２　救急法

子どもに対する心肺蘇生
　子どもに対する心肺蘇生は、基本的には成人の場合と同じ
ですが、年齢によって体の大きさや体型が異なるために、多
少手技の違いがあります。
　また、子どもは大人に比べ、窒息や溺水など呼吸器系の障
害によって起きる心停止の割合が多く、この場合は人工呼吸
がより重要となります。
★注意事項
○胸骨圧迫
　幼児は、片手または両手で胸の厚さの約1/3くぼむ程
度、乳児は、中指と薬指で胸の厚さの約1/3くぼむ程度、
押し下げる。圧迫のテンポは成人と同じ。

○気道確保
　子どもの首は柔らかいので、後方に傾け過ぎないように
する。

○人工呼吸
　肺容量が少ないので、吹き込む量の目安は、子どもの胸
が上がるのがわかる程度にする。

　　　　　（幼児の場合）　　　　　　　　　　（乳児の場合）

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた除細動
　国内で非常に多い心臓突然死、その中で特に多いのが心室
細動（心臓のけいれん）によるもので、発生した場合は早期
の除細動（けいれんを止めること）が救命の となります。
　ＡＥＤとは電源を入れ、音声メッセージに従うことによ
り、コンピューターによって自動的に心電図を解析し、除細
動の要否を音声で知らせ、必要な場合には電気ショックによ
り除細動を行うことができる機器です。
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Ⅳ章　２　救急法

電源を入れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※機種によっては、ふたを開けると自動的に電源が入るタイプがあります

電極パッドを傷病者に貼る（コネクターを本体に接続する）　

※機種によっては、既にコネクターが本体に接続されているタイプがあります

　電極パッドを傷病者に貼ればＡＥＤが自動的に傷病者の心
電図を解析します。
　AEDから除細動の指示が出たら、除細動ボタンを押しま
す。

　「日本赤十字社HP」より



136

Ⅳ
章

デ
ー
タ
バ
ン
ク

Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

３　平成28年熊本地震と令和２年
　７月豪雨の概要

①　概要
１　発生年月日
①平成28年（2016年）４月14日（木）午後９時26分
②平成28年（2016年）４月16日（土）午前１時25分

２　地震名
平成28年熊本地震

３　震央地名
①熊本県熊本地方（北緯32度44分　東経130度48分）
②熊本県熊本地方（北緯32度45分　東経130度45分）

４　震源の深さとマグニチュード
①11㎞　マグニチュード6.5（暫定値）
②12㎞　マグニチュード7.3（暫定値）

５　人的被害（R4.2.10現在）
死者　　268人　　　　負傷者　2,736人

６　住宅被害（R4.2.10現在）
全壊　　8,642棟　　　半壊　34,389棟

７　避難所数
855箇所（ピーク時）

８　避難者数
183,882人（ピーク時・平成28年４月17日）

９　ライフラインの被害と復旧日
電気停電　　　　約48万戸　完全復旧 平成28年４月28日
電話（固定電話）約2100回線　完全復旧 平成28年４月20日
ガス停止　　　　約11万戸　完全復旧 平成28年４月30日
水道断水　　　　約45万戸　完全復旧 平成28年４月28日※
※　家屋等損壊地域は除く

⑴　平成28年熊本地震
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Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

②　教育分野における被害の概要
⑴　児童生徒及び教職員の被害
　熊本地震では、小学校、中学校、高校及び特別支援学校
の児童生徒や教職員に死者はなかった。負傷者数は下表の
とおり計214人である。
　熊本地震においては、前震、本震とも発生が夜間で活動
人口が少なく、被害が大きかった商業施設や観光施設に人
が密集していなかったこと、学校にもほとんど人がいな
かったこと、阪神淡路大震災における火災の多発や東日本
大震災における大津波の発生のように多数の生命の危機に
直結する現象が地震後に起きなかったことなどが、児童生
徒や教職員に死者がなく、負傷者も少なかったことの大き
な要因と考えられる。
　学校施設では、地震による体育館のトラス部材の落下等
の被害も出ており、地震が、児童生徒が在校している平日
の昼間に発生していれば、学校において相当な人的被害が
発生したものと予想される。

＜児童生徒及び教職員の被害状況＞　※県内公立学校の合計      　
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

児童
生徒

重症 ６ １ ５ ０ １２
軽傷 ３５ ３９ ５９ ６ １３９

教職員 重症 ２ ０ ０ ０ ２
軽傷 ４２ １５ ３ １ ６１

計 ８５ ５５ ６７ ７ ２１４
※熊本市立学校は同市教委まとめ（児童生徒は平成28年４月、教職員は
平成28年６月調査）。その他は県教委まとめ（平成28年６月調査）
⑵　学校施設の被害
　県立学校では、高校及び特別支援学校計 71校のうち
57校（全体の80.3％）が、市町村立学校では、45市町
村の小学校、中学校、高校及び特別支援学校計530校の
うち 30市町村の 336校（全体の 63.4％）が地震によ
り被災した。県立学校及び市町村立学校の合計では、601
校のうち393校（全体の65.4％）が被災した。
　県立及び市町村立学校においては、すべての建物が新耐
震基準に基づいて建設された、又は耐震補強済みであった
学校が全体の99.8％（熊本地震発生時）で、ほぼすべて
の学校で耐震化を終えていた。このため、倒壊した建物は
なかったが、震度の大きい地震であったことから、使用禁
止等となった施設は、県立学校で 25校の 71棟（平成
28年5月10日時点）、市町村立学校で62校の91棟（平
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Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

成28年 8月末時点）にのぼった。避難所となった学校計
344校のうち、校舎の一部や体育館が避難所として使用
できなかった学校が77校あり、学校再開時に自校の教室
だけでは必要な教室数を確保できなかったため、自校の武
道場やテントなど教室以外のスペースを教室代わりに使用
した学校や他校に間借りした学校が4校あった。平成29
年5月末時点では、他校に間借りしている学校はないが（阿
蘇西小が旧尾ヶ石東部小を使用）、一部のクラスがプレハ
ブの仮設校舎で授業を行っている学校は、県立学校で2校
（熊本高校及び第二高校）、市町村立学校で4校ある（東野
中学校、益城中学校、不知火小学校、小坂小学校）。
　被害の内容としては、建物の不同沈下と給排水管の破損
が多くみられることが特徴である。この他、構造体では、
柱のせん断破壊や亀裂、柱脚の破壊、トラスト部材落下、
屋根ブレース接合部の破断など、非構造部材では、天井の
破損や脱落、照明の脱落、窓枠やガラスの破損、壁の落下
などの被害が出た。
　児童・生徒の家庭の被災、学校施設の被災、学校施設の
避難所としての利用、頻発する余震への懸念等の理由によ
り休校措置をとった公立学校は、630校のうち439校（全
体の69.7％）であった。
　市町村立の給食センターでは、84施設のうち35施設
（全体の41.7％）が被災した。

＜被災した学校数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

県立
学校

全校数 － － ５４ １７ ７１
被災校数 － － ４３ １４ ５７
割合（％） － － ７９. ６ ８２. ４ ８０. ３

市町
村立
学校

全校数 ３６５ １６２ ２ １ ５３０
被災校数 ２２１ １１２ ２ １ ３３６
割合（％） ６０. ５ ６９. １ １００ １００ ６３. ４

計
全校数 ３６５ １６２ ５６ １８ ６０１
被災校数 ２２１ １１２ ４５ １５ ３９３
割合（％） ６０. ５ ６９. １ ８０. ４ ８３. ３ ６５. ４

※県立中（宇土・玉名高校附属・八代）は、高校と一体でカウントするた
め件数からは除く。
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Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

＜使用禁止となった施設のある学校数＞　　　　　　　　　　　　
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

県立
学校

全校数 － － ５４ １７ ７１
使用禁止と
なった施設の
ある学校数

－ － １９
（６１）

６
（１０）

２５
（７１）

割合（％） － － ３５．２ ３５．３ ３５．２

市町
村立
学校

全校数 ３６５ １６２ ２ １ ５３０
使用禁止と
なった施設の
ある学校数

６８ ３５ １ － １０４

割合（％） １８．６ ２１．６ ５０ － １９．６

計

全校数 ３６５ １６２ ５６ １８ ６０１
使用禁止と
なった施設の
ある学校数

６８ ３５ ２０ ６ １２９

割合（％） １８．６ ２１．６ ３５．７ ３３．３ ２１．５
※（　）書きは棟数

＜教室以外のスペースを教室として使用又は他校に間借りした学校数＞   
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

県立
学校

全校数 － － ５４ １７ ７１
教室外使用又
は他校間借り
の学校

－ － ２ － ２

割合（％） － － ３．７ － ２．８

市町
村立
学校

全校数 ３６５ １６２ ２ １ ５３０
教室外使用又
は他校間借り
の学校

３ １ － － ４

割合（％） ０．８ ０．６ ０．８

計

全校数 ３６５ １６２ ５６ １８ ６０１
教室外使用又
は他校間借り
の学校

３ １ ２ － ６

割合（％） ０．８ ０．６ ３．６ － １．０
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Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

＜休校措置をとった学校数＞                                                   
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

県立
学校

全校数 － ３ ６６ １７ ８６
休校措置を
とった学校 － ３ ４２ １３ ５８

割合（％） － １００ ６３．６ ７６．５ ６７．４

市町
村立
学校

全校数 ３６５ １６２ ２ １ ５３０
休校措置を
とった学校 ２６３ １１５ ２ １ ３８１

割合（％） ７２．１ ７１．０ １００ １００ ７１．９

計

全校数 ３６５ １６５ ６８ １８ ６１６
休校措置を
とった学校 ２６３ １１８ ４４ １４ ４３９

割合（％） ７２．１ ７１．５ ６４．７ ７７．８ ７１．３
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①　概要
１　発生年月日
令和2年（2020年）7月4日（土）午前4時50分
※天草・芦北地方、球磨地方、宇城八代地方に本県初とな
る「大雨特別警報」が発表された日時

２　災害名
令和２年７月豪雨

３　７月３日（金）～４日（土）の総降水量（アメダス）
観測所名 市町村名 降水量
水俣 水俣市 ５１３．０ミリ
湯前横谷 湯前町 ４９７．０ミリ
一勝地 球磨村 ４７６．０ミリ
牛深 天草市 ４７１．０ミリ
山江 山江村 ４６８．５ミリ
上 あさぎり町 ４６６．５ミリ
田浦 芦北町 ４６５．５ミリ

　　（参考）牛深の７月の平年降水量は３０９．７ミリ

４　人的被害（R4.2.3現在）
死者　　65人　　　　負傷者　50人

５　住宅被害（R4.2.3現在）
全壊　　1,493棟　　　半壊　3,116棟

６　避難所数
212箇所（ピーク時）

７　避難者数
2,512人（ピーク時・令和２年７月12日）

８　ライフラインの被害 
電気停電　　　　　約8,840戸
電話（固定電話）　約39,770回線
ガス停止　　　　　約3,700万戸
水道断水　　　　　約28,000戸

⑵　令和2年7月豪雨
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②　教育分野における被害の概要
⑴　児童生徒及び教職員の被害
　令和２年７月豪雨における児童生徒及び教職員に死者は
なかった。
　なお、県全体の65名の死者のうち、65歳以上の高齢者
の割合が84％を占めていた。

⑵　学校施設の被害
　県立学校では、高校及び特別支援学校計 68校のうち
5校（全体の7.4％）が、市町村立学校では、45市町村
の小学校、中学校、高校、特別支援学校計504校のうち
15校（全体の3.0％）が被災した。
　被害の概要は以下のとおり。

＜被災した学校数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
小学校 中学校 高　校 特別支援 計

県立
学校

全校数 － － ５０ １８ ６８
被災校数 － － ４ １ ５
割合（％） － － ８．０ ５．６ ７．４

市町
村立
学校

全校数 ３４０ １５９ ２ ３ ５０４
被災校数 １０ ５ ０ ０ １５
割合（％） ２．９ ３．２ ０ ０ ３．０

計
全校数 ３４０ １５９ ５２ ２１ ５７２
被災校数 １０ ５ ４ １ ２０
割合（％） ２．９ ３．２ ７．７ ４．８ ３．５

※県立中（宇土・玉名高校附属・八代）は、高校と一体でカウントするた
め件数からは除く。
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＜被災した学校と主な被災内容＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
所管 学校名 主な被災内容

県
立

八代清流高校 校舎、グラウンド
芦北高校 校舎、グラウンド、備品

球磨中央高校 校舎、グラウンド
球磨工業高校 グラウンド、備品
芦北支援学校 校舎、備品

市
町
村
立

芦北町立佐敷小学校 校舎、グラウンド、備品
芦北町立大野小学校 グラウンド
芦北町立湯浦小学校 校舎、グラウンド
芦北町立佐敷中学校 校舎、グラウンド、備品
芦北町立湯浦中学校 グラウンド、備品

津奈木町立津奈木中学校 グラウンド
人吉市立東間小学校 グラウンド
人吉市立第二中学校 校舎、グラウンド
錦町立木上小学校 グラウンド

あさぎり町立上小学校 グラウンド
山江村立山江中学校 グラウンド
相良村立相良北小学校 グラウンド
水上村立湯山小学校 校舎
球磨村立渡小学校 校舎、グラウンド、備品

天草市立牛深東小学校 校舎、グラウンド

　特に被害が大きかった学校
は、県立学校では、芦北高校
及び芦北支援学校である。芦
北高校は１階が床上浸水し、
床が捲れた。グラウンド及び
体育館にも大量の土砂が流入
し、除去に時間を要した。ま
た、１階の机・椅子、実習設備・
消耗品は使用不可となった。
　芦北支援学校は１階に泥水が流入し、清掃及び消毒に時
間を要した。また、１階の床に置いていた備品及び消耗品
は使用不可となった。
　市町村立学校では、球磨村立渡小学校と芦北町立佐敷小
学校の２校の被害が大きかった。球磨村立渡小学校は１階
の机・椅子が全て流され、体育館も浸水したことにより使
用不可となった。球磨村立一勝地小学校内に仮校舎を建設
し、8月3日（月）から同小学校内で学校を再開した。
　芦北町立佐敷小学校は、１階が床上浸水し、教室及び職
員室等が使用不可となったため、芦北町立田浦小学校及び
芦北町立田浦中学校を間借りし、7月22日（水）から学

芦北高校の床の捲れ
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Ⅳ章　３　平成28年熊本地震と令和２年７月豪雨の概要

校再開した。10月 9日（金）
にプレハブ校舎が完成し、10
月 12 日（月）から佐敷小学
校にて授業を再開した。
　また、学校施設自体の被害
は少なかったが、八代市立八
竜小学校及び八代市立坂本中
学校は、土砂崩れにより通学
路が寸断され、児童生徒が登
校できない状況になった。そのため、7月 15日（水）か
ら八代市内の公共施設において授業を再開し、8月 3日
（月）から八代市立日奈久小学校及び八代市立日奈久中学
校を間借りし、学校再開した。12月 14日（月）から道
路が復旧したため、それぞれの学校での授業を再開した。
人吉市立西瀬小学校は、約７割の児童が通学路として使っ
ていた西瀬橋が崩落したため、迂回通学を余儀なくされた。
橋は9月4日（金）から通行可能となった。

⑶　休校措置の状況
　小学校135校、中学校65校、高校25校、特別支援
学校7校の計252校（いずれも熊本市を除く）で休校措
置をとり、8月3日（月）に全ての学校が再開した。なお、
学校再開に時間を要したのは、被害が甚大であった球磨村
の小中学校である。

渡小学校の図書室被害
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⎫
｜
⎬
｜
⎭

４　災害対策等関係法令等
〈国〉

災害対策基本法　（昭和36年法律第223号）
　　　　　　　　（最終改正：令和３年５月19日法律第36号）
・第３条…国の責務
（災害からの国土並びに国民の生命、身体及び財産の保護）
災 害 救 助 法　（昭和22年法律第118号）
　　　　　　　　（最終改正：平成30年６月15日法律第52号）
・第１条…目的　（国が応急的に必要な救助を行う）
（地方公共団体、その他団体及び国民の協力の下に行われる）

災害救助法施行令第３条による協議

〈都道府県〉
災 害 対 策 基 本 法
・第 ４ 条…都道府県の責務（地域並びに県民の生命、身体及び財産の保護）
・第40条…都道府県地域防災計画（都道府県地域防災計画の作成）
・第50条…災害応急対策及びその実施責任

災 害 救 助 法
・第 ２ 条…救助の対象（都道府県知事は、救助の実施にあたる）
・第 ４ 条…救助の種類等（収容施設の供与、食料・生活必需品の給与など、医療など）
・第13条…事務処理の特例 (知事から市町村長への実施の委任、市町村長による補助 )

災 害 救 助 法 施 行 令（昭和22年政令第225号）（最終改正平成30年12月28日政令359号）
・第３条 …救助の程度、方法及び期間
（内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が定める）

災 害 救 助 法 施 行 細 則
　熊本県は、「熊本県災害救助法施行細則」（昭和52年規則第67号で定めている。
・第３条  …救助の程度、方法及び期間（避難所設置期間７日以内）

都 道 府 県 地 域 防 災 計 画
　災害対策基本法第40条の規定に基づき、地域にかかる災害対策全
般に関し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図る。

災害救助法13条による実施の委任

〈市町村〉
災 害 対 策 基 本 法
・第 ５ 条…市町村の責務
・第42条…市町村地域防災計画　　　　　　　　　　避難所の設置
災 害 救 助 法
・第13条…知事からの委任、知事に対する補助
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⑴　学校再開に向けての関係資料
５　資料及び様式集

①　施設・設備の点検チェック表
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②　引き渡しカード・避難先一覧表
【児童生徒引き渡しカード】

児童生徒氏名 学年・学級 年　　　組
（　　　）番

住 所

引き取り者名
１

児童生徒
との関係 電　話２

３

兄 弟 姉 妹 （　有　・　無　）
※有の場合は右欄を記載 　年　組（　）番 　　年　　組（　　）番

緊 急 時 の
連 絡 先

（勤務先等）
電話（　　　　　　　　　　）

引 き 取 り
者 署 名 電話 児童生徒

との関係

避 難 場 所

引き渡し日時 　　　月　　日　　時　　分 引き渡し
教職員名

　　　　　　　　はあらかじめ学校で記入しておく。

【避難先一覧表】
番号 氏　　　名 年　組 避難先名称 連絡方法

（電話等）
備考（ケガの程度・
避難先移動等）

1

2

3

4

5

①　児童生徒が引き取られるまで、安全な場所に集め、その場から離れないよ
うに座らせ、落ち着かせる。
②　必ず教職員が一人は側に付き、児童生徒に安心感を与える。
③　落ち着いた段階で自宅に送り届けるが、自宅に家族が不在の場合は、貼り
紙をしておき、引き取り者が来るまで、学校で預かる。
※　子どもに不安感を抱かせないように配慮することが大切である。
　　電話が回復すれば、勤務先または緊急連絡先に電話する。

「学校防災ハンドブック（兵庫県教育委員会平成24年度改訂版）」より

【参考】 引き取り者がいない児童生徒への対応
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③　建物被害状況チェックシート
※応急危険度判定調査の前に、施設の安全性を概略チェック
する。

○　安全点検の方法
ア　日常の安全点検表を基準にして行うが、状況によって
は新たな点検項目を作り、安全点検表に点検結果を記入
する。

イ　結果の判定は、A、B、Cで行う。（Aは良好、Bは措置
可能、Cは措置不可能）

ウ　点検実施に当たっては形式に流されることなく被害状
況を考慮し、子どもの目の高さで見たり、薬品が漏れて
いないかなどを具体的に見る。

【建物被害状況チェックシート】（例）
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④　当面の予定と教科書等不足調査
【当面の予定の連絡と教科書等不足調査】
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⑤　学校再開のお知らせ
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⑵　避難所運営関係資料
①避難所協力班の組織化と訓練

☆　学校防災マニュアルに避難所協力班を位置づける。
☆　避難所協力班による避難所開設訓練を実施する。

１　教職員による避難所協力班を組織
⑴　避難所運営は避難者の自治組織によるのが望ましい。
　　学校秩序を保てるようになるまで、時間が必要である。
⑵　震災時市町村の災害対策本部の設置は市町村の責任であ
る。

　　激甚災害時は担当職員の派遣に時間を要することもある。
２　教職員の避難所運営協力業務
⑴　校長の職務命令により行う「職務」とすることが適当。
⑵　各市町村の避難所運営マニュアルに基づき避難所開設訓練
を実施する。

３　避難所協力班の役割（学校災害対策本部の設置例）
救急医療班

・応急手当
・負傷や応急手当
　の記録

救護班
・負傷者の救出、救命
・各教室、体育館
　トイレのチェック

安否確認・避難誘導班
・安否確認
・避難誘導
・行方不明者報告

安全点検・消火班
・初期消火
・被害状況把握
・施設の安全点検

保護者連絡班
・引渡し場所指定
・引渡し準備と作業
・身元確認

応急復旧班
・被害状況把握
・復旧用機材等調達
・危険箇所の確認・処理
・授業教室の確保

避難所協力班
・保護者、消防隊、救助隊、警察、医療職員の誘導
・避難所の受付、名簿作成、ボランティア受入準備
・トイレ施設、ゴミなどの衛生確認
・食料、飲料水、配給物を集める

総括（本部）
・市町村災害対策本部
　と連絡
・応急対策決定　他
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　多くの学校が被災し、ピーク時は、地域防災計画上の指定の有無に拘わらず、
344校の施設が避難所となり、最大で2,000人を受け入れた学校もあった。
　避難所になった学校での聞き取りでは、避難所設置時、水、毛布、食糧、携
帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄が必要であったと回答した学校が多く
あった。

平成29年３月　熊本県教育委員会　　　　　　　　　　　
「学校防災（地震・津波）マニュアル作成の手引」より

　地震は突然激しい揺れに襲われ、この瞬間に多くの被害が一度に発生する。
一方、水害や土砂災害は徐々に状況が悪化し、河川の氾濫や土砂災害が発生す
るまでは基本的に人的被害は発生しないという違いがある。
　水害や土砂災害の場合、避難所への避難は激しい雨の中での避難になること
が考えられるため、例えば避難者の受付場所を屋内にしたり、できるだけ早く
開放区域に案内したりする等を心がける必要がある。

「気象庁ホームページ」より

【参考】

【参考】

避難所支援にあたり

災害の種類に応じた避難行動
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②　開放施設の明確化と開放順位の設定

☆　避難所や緊急避難所としての指定の有無や協定内容を定
期的に確認する。

☆　 の管理について市町村防災部局等と事前調整を行う。
☆　管理運営上必要な場所は非開放とする。
☆　開放順位をあらかじめ決定しておく。

１　開放施設の明確化
⑴　避難所として開放する施設は学校再開を前提に設定する。　
⑵　大規模災害が発生すると指定の有無にかかわらず学校は
緊急の避難所になる。

⑶　不測の事態にも柔軟に対応できる体制の整備を図る。
⑷　学校の教育活動への影響を最小限にして、学校再開を早
期に実現することで、児童生徒を混乱から守る。

⑸　校長室や職員室、事務室、保健室等管理運営上必要な場
所は非開放施設とする。

⑹　運動場は緊急車両や救援物資搬入のスペースを確保する。
　また、児童生徒が体を動かす（遊ぶ）スペースを確保し、
非常時の際のテント設営スペースや授業再開時の体育ス
ペース確保のために、駐車スペースを限定する。

２　開放順位の設定
⑴　学校施設の被害状況の点検の後、避難場所として開放する。
⑵　あらかじめ開放順位が決定していると混乱にも対応可能
である。（例）①運動場②体育館③教室④多目的教室

⑶　休日や夜間の緊急の避難所開設に備え、管理職以外でも
を管理する体制を整えておくことも必要である。（近隣に

居住する教職員等）また、事前に市町村防災部局等の関係
機関と調整を行う。

【参考】 ＜平成28年熊本地震時に避難所となった公立学校の集計表＞
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学校施設の部屋割り（例）
１　学校の施設内の部屋割りのレイアウトを決めるときは、施
設内で落ち着いた生活ができる環境づくりと管理のしやすさ
に留意する。

２　●印のついたスペースは、避難所開設当初から設けるよう
にする。

３　避難者数との関係で、必ずしも必要な空間をすべて確保で
きるとは限らない。
※　緊急度Ａ→Ｂ→Ｃの順に設置する。
※　時間の経過に合わせ避難者が減ってきた段階で共有部分
を増やすようにする。

部屋名・設置場所 緊急度 部屋割りの考え方

●立ち入り禁止
　（非開放）区域 Ａ

　学校の管理運営に必要な職員室、校
長室、事務室、給食室等および危険物
がある理科室等は、立ち入り禁止（非
開放）区域とする。また普通教室も原
則非開放とする。

●第１次避難スペース Ａ

　体育館等広いスペースを活用し、入
口付近に避難所受付を設ける。
※　町内会・自治会単位の入居が望ま
しい。

第２次避難スペース Ａ

　災害時要援護者には、福祉避難ス
ペースとして、和室や静かな場所等を
開放して入居してもらう。また大勢の
人と一緒の場合は、トイレに近い場所
を提供する等配慮する。
※　学校再開にあたって授業への影響
のない教室等を活用する。

共有空間

●運営本部室 Ａ

　市町村担当者と学校の教職員のみが
使用する避難所の対策本部用の部屋と
して使用する。
※　学校の業務に影響が出ないように
専用電話を設置してもらう。

●運営会議室 Ａ
　市町村担当者、教職員、避難者で組
織する運営委員、ボランティア代表等
で行う会議用の部屋として使用する。

●総合受付 Ａ 　正面玄関近く等、わかりやすい場所
にテーブルを置く。
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共有空間

●物資置き場 Ａ

　外部からトラック等が入りやすい場
所に設置する。
※　状況に応じて野外にテントを張る
こともある。

●医務室 Ａ
　保健室を活用する。
※　近くに休憩室が設けられることが
望ましい。

●女性専用ス
ペース Ａ

　更衣や授乳場所としても利用できる
よう部屋を確保する。居住空間の近く
が望ましい。
※　体育館内の小部屋を利用している
ケースが多い。

情報掲示板 Ａ 　正面玄関近くの壁面を利用して避難
者に情報を提供する。

ペット飼育ス
ペース Ａ

　鳴き声等の関係から校舎から離れた
グラウンドの一角に設置する。
※　できれば雨があたらない場所。

仮設トイレ Ａ

　校舎の近くであまり目につかない野
外の場所で、バキュームカーが入れる
場所、できれば清掃用の水が近くにあ
る場所に設置する。
※　夜間使用のために仮設トイレへの
照明の配線が必要。

仮設電話 Ａ

　正面玄関近くに設置する。
※　校内放送設備がある場所の近く。
校内放送をしないで伝言メモを避難
者に渡す方法もある。

ボランティア・
ルーム Ａ

　ボランティアが打ち合わせ等を行う
場所として、できれば本部室の近くに
設置する。

配給所 Ｂ
　救援物資等を配給する場所。物資置
き場の近くで、配給時のみ一時的に廊
下を使う方法もある。

更衣室 Ｂ 　居住空間の近くの部屋や仕切りで
囲ったスペースを用意する。

ゴミ置き場 Ｂ
　居住スペースから離れた野外に設置。
※　できれば雨のあたらない場所。清
掃車との関係にも配慮して設置する。

倉庫 Ｂ

避難スペース提供にあたって、教室の机、
椅子の収納のための倉庫が必要である。
※　避難者が多い場合は、机や椅子は
廊下に積み上げている例が多い。
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共有空間

テレビ Ｂ

　避難者への情報提供等のために設置
する。
※　体育館のステージ上に置くケース
が多い。

喫煙場所 Ｂ
　屋外に設置する。
※　学校敷地内禁煙の場合は、学校外
に設置を検討する。

調理室 Ｃ
　炊き出しをする場所として設置する。
※　施設内、あるいは野外の水道や排
水設備のある場所にする。

食堂 Ｃ
　外部から物資を搬入しやすい場所に
する。
※　スペースに余裕があれば設ける。

談話室 Ｃ
　騒音等の関係から避難スペースから
少し離れた場所に設置する。
※　消灯後の利用も前提にする。

洗濯場・物干
し場 Ｃ

　屋外の給排水のある場所に設置する。
※　プールの近く等が考えられる。女
性専用物干し場（室内）を確保する。
干し場としては屋上も検計する。

学習室 Ｃ 　居住空間に隣接した場所にする。
※　スペースに余裕があれば設ける。

パ ソ コ ン ス
ペース Ｃ

　避難者がインターネット利用のため
に設置されることがある。教室あるい
は廊下等、通行に邪魔にならない場所
でスペースに余裕があれば設ける。

携帯電話、ス
マートフォン等
充電スペース

Ｃ
※　スペースに余裕があれば設ける。
※　電源の確保や共有スペースのルー
ル作りが必要。

兵庫県教育委員会「防災教育研修プログラム事例集」（一部修正）より
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③　避難所としての開放区域
【避難所の開放範囲】（学校の例）
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④　避難誘導呼びかけ文例
　市町村派遣職員、学校施設管理者（学校長）、または自主
防災組織代表者などは、ハンドマイク、放送設備等により、
避難者に次のように呼びかけます。
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⑤　避難者家族票
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⑥　在宅被災者リスト・災害時要援護者リスト
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⑦　避難所における災害時要援護者への援助方針
１　基本的な考え方
　一般の指定避難所においては、避難者全員に対する機会
の平等性や公正性が重視されがちであるが、災害時要援護
者の多様なニーズを踏まえ、「一番困っている人」を優先
する姿勢で柔軟かつ臨機応変に対応する。

２　対象者別の配慮事項(例)
対象者 配慮事項

高 齢 者

・不便な避難生活で急速に活動力が低下し、寝たきり状態になりやすいので、健康状
態に配慮するとともに、可能な限り運動できるスペースを確保する。
・認知症高齢者は、急激な生活環境の変化で精神症状や問題行動が出現しやすく、認
知症も進行しやすいので、生活指導、機能訓練等を行い、精神的な安定を図る。
・トイレに近い場所に避難スペースを設ける。
・おむつをしている方のためには、おむつ交換の場所を別に設ける。

視 覚 障 害 者
・仮設トイレを屋外に設置する場合は、壁伝いに行くことができる場所に設置する
等、移動が容易にできるよう配慮する。
・音声で複数回繰り返すなど情報伝達方法に配慮する。
・盲ろう通訳やガイドヘルパー等を派遣する。

聴 覚 障 害 者
・伝達事項は、紙に書いて知らせる。
・盲ろう通訳や介助員、手話通訳者、要約筆記者等を派遣する。
・簡易型電光掲示板やホワイトボード等による情報伝達を行う。

肢体不自由者 ・車いすが通れる通路を確保する。
・トイレのスペース確保に配慮する。

内 部 障 害 者
難 病 患 者 等

・医療機関等の協力により巡回診療を行うほか、定期的な治療の継続のための移送
サービスを実施する。特に人工呼吸器の電源確保や人工透析患者の定期的な透析に
留意する。
・医療機材の消毒や交換等のため、清潔な治療スペースを設ける。
・人工肛門造設者用のオストメイトトイレの所在を把握し、対象者に周知する。

知 的 障 害 者
・環境の変化を理解できずに気持ちが混乱したり、精神的に不安定になる場合がある
ので、気持ちを落ち着かせるよう配慮する。
・コミュニケーションボードを使うなど絵や図、文字等を組み合わせて情報を伝え
る。

精 神 障 害 者
・疲れやすく、対人関係やコミュニケーションがストレスになることもあるので、１
人で過ごせるスペース等、落ち着くことができる環境を整える。
・保健所が精神科救護所となっているので、必要に応じて医師の診断等を仰ぎ、服薬
等を行う。

発 達 障 害 者
・突発的変化に対する不安や抵抗、こだわりが強く避難所生活になじめないこともあ
るので、プライバシーを保てるスペースを確保するよう配慮する。
・音や光に過敏な者もいるので、あらかじめ周囲に理解を求めておく。

乳 幼 児
・乳幼児のためのベビーベッド、授乳の場を用意する。
・退行現象、夜泣き、吃音、不眠、チックなどの症状に留意し、精神的安定が図られ
るよう配慮する。
・ミルク用の湯、哺乳瓶の清潔、沐浴の手だての確保等に留意する。

女 性

・更衣室や物干し場、トイレを男女別に設置する。
・入浴設備は男女ごとに時間帯を分け、受付を設置する。
・性的被害に合わないよう、照明や死角に留意する。
・炊き出しや家事等、固定的な性別役割分担に陥らないようにする。
・生理用品や下着は女性担当者が配布する。
・女性の相談員を配置し、相談に対応する。

妊 産 婦 ・安静に休息ができるスペースや搾乳、授乳できるスペースを設ける。

Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ
（性的少数者）

・男女別トイレだけではなく、ユニバーサルトイレを設置する。
・プライバシーを保護した上で必要な物資（生理用品、ホルモン剤等）を受け取れる
環境を整える。

日本語に不慣
れ な 外 国 人 ・必要に応じて、通訳ボランティア等を派遣する。

「兵庫県災害時要援護者支援指針」（兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課H29、9改訂）より
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⑧　避難所開設状況報告書
【避難所開設状況報告書（速報）】　　　　　　　　　避難所用
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⑨　食料等物品要請書・受領書・救援物資管理表
【食料等物品要請書】

【食料等物品受領書】

【救援物資管理表】
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⑩　避難者一覧表・ボランティア受付簿
【避難者一覧表】(場所：体育館・　　　　　・　　　　室)

【ボランティア受付簿】



167

Ⅳ
章

デ
ー
タ
バ
ン
ク

Ⅳ章　５　資料及び様式集

⑪　避難所での対応例
⑴　物資・食料・飲料水等の配分方針等について
①　物資・食料・飲料水等は公平に分配します。
②　数量が不足する物資等は、避難所運営委員会での協議によっ
て配布方針を決定します。
③　物資の配布は、各（避難者）組の代表者の方にお渡しします
ので、各組内で分配するようにしてください。
④　物資等の配給は、原則毎日　　時頃に、場所は　　　　で物
資班が配給するので、秩序を持って物資班の指示に従い受け
取ってください。
⑤　配給する物資等の内容、数量は、その都度校内放送等で避難
者へ伝達します。
⑥　各自必要な物資等は、避難所運営組織本部の物資窓口に申し
込んでください。在庫があるものはその場でお渡しします。在
庫が無い物は本部へ要請しますので、届いたかどうかは各自で
窓口に確認に来てください。
⑦　食料は取り置きせず、古くなったものは決して食べないよう
にしてください。

⑵　安否問い合わせ・個人呼び出しへの対応
①　避難者が受付時に安否情報の公開を了解している場合は、情
報班が対応可能であれば避難者リストに基づいて安否を回答す
ることができます。その場合は、避難者リストにより検索しま
す。
②　避難者に対しては「災害用伝言ダイヤル　１７１」「災害用
伝言板ｗｅｂ１７１」の利用を呼びかけます。

⑶　マスコミへの対応
①　マスコミの取材に対しては、1次的に市町村派遣職員が対応
します。避難者代表者又は避難所運営組織の了解が得られれ
ば、取材を許可します。
②　取材者には、必ず腕章等機関名がわかるものをつけてもら
い、写真・映像に顔が入る場合は必ず本人の了解を得ることに
します。

⑷　調査研究者への対応
①　市町村・県が実施する調査は、事前に趣旨・内容等を説明し
た上で実施されます。協力してください。
②　研究者等による調査は、1次的に市町村派遣職員が対応しま
す。避難者代表者又は避難所運営組織の了解が得られれば、調
査を許可します。



168

Ⅳ
章

デ
ー
タ
バ
ン
ク

Ⅳ章　５　資料及び様式集

⑫　ペットの飼い主の皆さんへ
【ペットの飼い主の皆さんへ】　　　　　　避難所運営委員会
　避難所では、多くの人達が共同生活を送っていますので、ペット
の飼い主の皆さんは、次のことを守って避難所生活を送ってくださ
い。
①　ペットは、指定された場所に必ずつなぐか檻の中で飼ってくだ
さい。
②　飼育場所や施設は、飼い主の手によって常に清潔にし、必要に
応じて消毒を行ってください。
③　ペットの苦情や危害に対する防止に努めてください。
④　屋外の指定された場所で必ず排便させ、後始末を行ってくださ
い。
⑤　給餌は時間を決めて、その都度きれいに片づけてください。
⑥　運動やブラッシングは必ず屋外で行い、ノミの駆除に努めてく
ださい。
⑦　飼育困難な場合は、動物救援センターや災害対策本部に相談し
てください。
⑧　他の避難者との間でトラブルが生じた場合は、速やかに避難所
運営委員会（総務班）まで届け出てください。
⑨　避難所運営委員会の指示には必ず従ってください。

＜避難所ペット登録台帳＞（例）
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⑬　緊急時連絡
「災害用伝言ダイヤル１７１」
　災害用伝言ダイヤルは、地震、
噴火等の災害の発生により、被災
地への通信が増加し、つながりに
くい状況になった場合に提供が開
始されます。
　「１７１」をダイヤルし、利用
ガイダンスに従って、伝言の録音・
再生を行ってください。

伝言の録音方法 伝言の再生方法

①「１７１」にダイヤルする
②録音する場合は「１」を押す
暗証番号を利用する録音は
「３」
③被災地の電話番号を市外局番
からダイヤルする

①「１７１」にダイヤルする
②再生する場合は「２」を押す
暗証番号を利用する再生は
「４」
③被災地の電話番号を市外局番
からダイヤルする

「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」
　災害等の発生時、被害地域の居
住者がインターネットを経由して
伝言板サイトにアクセスし、電話
番号をキーとして伝言情報の登録
が可能なサービスです。
　登録された伝言情報は電話番号
をキーとして全国 ( 海外も含む )
から閲覧、追加伝言登録が可能で
す。登録したメッセージを通知す
ることもできます。

登録方法 閲覧方法

①「災害用伝言板」を検索し、
HPにアクセス

②被災地の電話番号を市外局番
から入力する

③画面の指示に従って、文字に
よる伝言を登録する

①「災害用伝言板」を検索し、
HPにアクセス

②被災地の電話番号を市外局番
から入力する

③画面の指示に従って、文字に
よる伝言の追加登録をする

※　詳しくは電気通信事業各社のホームページを参照

災害用伝言ダイヤル

１７１

災害用伝言板

web171
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⑭　避難所における生活の基本的ルール

この避難所の共通理解ルールは次の通りです。
災害対策本部

１　この避難所は、地域の防災拠点です。
２　この避難所の運営に必要な事項を協議するため、施設の管理者、避難者等の
代表からなる避難所運営委員会（以下「委員会」という。）を組織します。
・委員会は、毎日午前 時と午後 時に定例会議をおこないます。
・委員会の運営組織として、総務班、情報班、管理班、救護班、物資班を編成
します。

３　この避難所は電気、水道等のライフラインが復旧する頃を目途に閉鎖しま
す。

４　避難者は、家族単位で登録します。
・避難所を退所するときは、委員会に移転先を連絡ください。
・動物（ペット）を室内に入れることは、盲導犬等介助等に必要な場合を除
き、原則持込みは禁止です。盲導犬等の持込みは他の避難者の理解を得るこ
とが前提です。

・ペットは屋外に専用スペースを設けますので、飼い主の責任で管理してくだ
さい。

５　職員室、保健室、調理室等施設管理や避難者全員のために必要となる部屋ま
たは危険な部屋は、避難部屋として使用しません。指定した部屋を使います。
・避難所では、必要に応じて利用する部屋の移動を定期的におこないます。

６　食料・物資は、原則として全員に配給できるまでは配給をしません。
・食料・救援物資は（避難者）組ごとに配給します。
・特別な事情の場合は委員会の理解と協力を得てからおこないます。
・配給は、避難所以外の近隣の人にも等しくおこないます。
・ミルク、おむつ等特別な要望は、 室で対処します。

７　消灯は、午後 時です。
・廊下は点灯したままとし、体育館等は照明を落とします。
・職員室等管理に必要な部屋は、点灯したままとします。

８　放送は、午後 時で終了します。
９　郵便物等は郵便局員や宅配業者から直接渡していただきます。
10　電話は、午前 時から午後 時まで、受信のみをおこないます。
・呼び出しは緊急度や状況に応じて対応（伝言等）します。
・施設内では直接避難者には取り次ぎません。折り返しかけ直していただきま
す。

・携帯電話等は周囲の人の迷惑にならないように指定の場所で使用してくださ
い。

11　安否確認の問い合わせには情報開示に同意している場合に限ります。
12　トイレの清掃は、朝 時、午後 時、午後 時に、避難者が交替でお
こなうことにします。
・清掃時間は、放送をおこないます。
・水洗トイレは、大便のみバケツの水で流してください。

13　ゴミの分別は避難所内で行い、可燃ゴミは避難所内では燃やしません。
14　飲酒、喫煙は、所定の場所以外では禁止します。尚、裸火の使用は厳禁と
します。
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⑮　避難所運営委員会運営規約（例）
（目的）
第１　自主的で円滑な避難所の運営がおこなわれることを目的とし
て、避難所運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（構成員）
第２　委員会の構成員は、次の通りとする。

・避難者で編成する「（避難者）組」の代表者
・行政担当者
・施設管理者
・避難所で具体的な業務を運営する班の代表者
・災害ボランティアの代表者
②　前項の規定にかかわらず、「（避難者）組」の代表者が多い
場合には、互選により委員会への出席者を選ぶことができる。
③　委員会で承認されたときは、自治会、町内会等の役員や継
続的に活動するボランティア団体のリーダーは、委員会に出
席し、意見を述べることができる。

（廃止）
第３　委員会は、電気、水道等ライフラインの復旧時を目途とする避
難所閉鎖の日に、廃止する。

（任務）
第４　委員会は、避難所の運営に必要な事項を協議する。

②　委員会は、毎日午前　　時と午後　　時に定例会議をおこ
なうこととする。
③　委員会は、具体的な業務を執行するために、避難者で編成
する総務班、情報班、物資班、救護班、管理班等の運営班を
設置する。
④　各運営班の班長は、第２条の①項の規定に基づき委員会に
出席する。

（役員）
第５　委員会には、委員の互選による会長１名、副会長　名を置く。

②　会長は、委員会の業務を総括し、副会長は会長を補佐する。
（総務班の業務）
第６　主として災害対策本部との連絡、避難所の管理、ボランティア
の要請、マスコミ対応に関することを行う。
②　避難所内の秩序維持に努める。
③　避難所の消灯を午後　　時におこなう。ただし、体育館等
は照明を落とすだけとし、廊下、職員室等管理のために必要
な部屋は消灯しない。
④　避難者の退所状況等を踏まえ、避難部屋の移動を定期的に
おこなう。
⑤　委員会の事務局を務める。
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（情報班の業務）
第７　避難者の名簿の作成、更新、管理に関することをおこなう。

②　避難所運営委員会名簿の作成をおこなう。
③　避難者への情報提供及び情報収集、情報管理をおこなう。
④　近隣の在宅被災者についても把握に努める。
⑤　電話の問い合わせや、避難者の呼び出しに関することをお
こなう。
⑥　委員会の決定事項を避難者に伝達する。

（物資班の業務）
第８　避難所の食料、物資の配給、不足分の請求及び余剰物資の管理
をおこなう。
②　公平性の確保に最大限配慮して配給をおこなう。ただし、
どうしても配給する場合は、委員会の理解と協力を得てから
おこなうこととし、特別なニーズがある物資について等、特
別な要望については個別に対処する。
③　避難者以外の近隣の在宅被災者にも等しく食料、物資を配
給する。
④　不要な救援物資が到着したときは、受領を拒否することが
できる。

（救護班の業務）
第９　高齢者、障がい者、負傷者、病人等特別なニーズのある被災者
への支援をおこなう。
②　避難所内の子どもの保育活動の支援をおこなう。
③　医療機関等との連絡をおこなう。

（管理班の業務）
第10　トイレ、ごみ、防疫、ペットに関すること等、避難所における

衛生管理をおこなう。
②　毎日午前　　時と午後　　時及び午後　　時にトイレの清
掃をおこなう。
③　犬、猫等の動物類は、室外の別の場所で飼う。
④　遺体受け入れに関することをおこなう。

（その他）
第11　この規約に記載されていないことは、その都度、委員会で協議
して決める。

　付則
　この規約は、　　　　年　　月　　日から施行する。
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⑯　避難所日誌



174

Ⅳ
章

デ
ー
タ
バ
ン
ク

Ⅳ章　５　資料及び様式集

⑰学校施設・設備表示板（例）
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①　食支援活動チェック表

⑶　食の支援関係資料
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②　避難所の食事で気をつけること
１　衛生面には十分気をつけましょう
⑴　配られた食べ物はいつまでも手元に置かず
になるべく早く食べましょう。

⑵　避難所では、食品の温度管理ができないの
で消費期限には特に気をつけるように心がけ
ましょう。

⑶　季節によっては腐りやすい物もあるので、
匂いや味には十分注意しましょう。

２　栄養のバランスに気をつけましょう
⑴　配られる食品はおにぎりやパン、菓子類が
多く、でんぷん質や油分のとりすぎになりま
す。そのため便秘しやすくなるので、薬に頼
らず水分（お茶、牛乳等、ジュース類は除く）
をとり、適度に運動をするように心がけましょう。

⑵　炊き出しがあれば汁物や野菜をたくさん食べるようにし
ましょう。

⑶　ゆっくりよく噛んで食べるようにしましょう。
⑷　体調を崩していたり、食事制限のある病気（アレルギー
や内臓疾患等）の人、高齢者や乳幼児のいる
人は、避難所の担当者に相談し食事等につい
て相談しましょう。

３　ストレスをためないように気をつけましょう
　食事作り（炊き出し等）や食べ物を配る作業
等に積極的に参加し、からだを動かして気分転
換し、ストレスをためないようにしましょう。

＊使い捨ての食器や箸等分別ゴミの回収に協力しましょう
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③　食事についてのアンケート

（あてはまるものに○印をつけてください）

年齢は　　　10歳未満・10代・20代・30代・40代・
　　　　　　50代・60代・70代・80歳以上

体調で下記のようなことがありますか

　・食欲がない　　　　・眠れない　　　　・イライラする
　・便秘気味である　　・特にない

⑴　生活習慣病の治療を受けている　　　　　　　はい・いいえ

　食事制限がありますか　　　　　　　　　　　　　ある・ない

　「ある」と答えた人はどんな制限ですか記入してください

　　【例：塩分】

⑵　アレルギーがある　　　　　　　　　　　　　　ある・ない

　医師の指導を受けていますか　　　　　　　　　はい・いいえ

⑶　以下は、⑵ でアレルギーが「ある」と答えた人のみ回答してくだ
さい

　○どんな食品ですか記入してください

　　【例：エビ】

　○エピペンを所持していますか　　　　　　　　はい・いいえ

　　（エピペンを所持している場合）

　○保管場所を記入してください

　このアンケートを記入した後、栄養指導やカウンセリングを受け

たい人は名前を書いてください、個別相談の予約をします。

　　　　　　　お名前  　　　　　　　　　　　

　※個人情報について外部に知られることはありません


